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秋田県立小泉潟公園の指定管理者の募集要項

秋田県立小泉潟公園の管理を指定管理者に行わせるため、秋田県公の施設に係る指定管理

者の指定の手続等に関する条例（平成１７年秋田県条例第３号）第２条の規定に基づき、次

のとおり指定管理者を募集します。

１ 公の施設の概要

（１）名称 秋田県立小泉潟公園

（２）所在地 秋田市金足鳰崎字後谷地ほか

（３）面積 都市計画公園面積 １７０.０ha

維持管理対象面積 ６３.７ha

（４）設置目的

この公園は男潟・女潟の水面を中心に自然の風致、景勝の保全と野外レクリエーショ

ンの場として計画され、秋田市とその周辺市町村の広域的なレクリエーション需要を充

足することを目的に設置されました。女潟湿原植物群落は県文化財の指定を受けていま

す。

（５）主な公園施設

公園管理事務所、園地、園路、休憩所、運動施設、遊戯施設、駐車場、便所等

詳細については、資料「秋田県立小泉潟公園施設概要書」を参照してください。

（６）指定管理料の実績（過去３年間）

年 度 指定管理料（消費税１０％）

令和４年度 ４８,０００千円

令和５年度 ４８,０００千円

令和６年度 ４８,０００千円

（７）公園利用者数、使用料収入（施設、附属施設・設備、器具、照明・暖房使用料）及び

行為使用料収入の実績（過去３年間）

年 度 公園利用者数 使用料収入 行為使用料収入

令和４年度 １３８千人 １,６７２千円 １２５千円

令和５年度 １２３千人 １,１７９千円 １４５千円

令和６年度 １３９千人 １,３６５千円 １６５千円

２ 指定管理者に行わせる管理の業務

（１）公園施設（都市公園法（昭和３１年法律第７９号）第５条第１項の規定により管理の

許可をした公園施設及び設備の維持管理に関する業務

（２）秋田県立都市公園条例（昭和５０年秋田県条例第７号）第４条に規定する行為の許可

並びに当該許可の取消し、効力の停止及び条件の変更並びに行為の中止、現状復旧及び

退去の命令に関する業務

（３）有料公園施設の許可並びに当該許可の取消し、効力の停止及び条件の変更並びに行為

の中止、現状復旧及び退去の命令に関する業務
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（４）公園の法的管理（設置・管理・占用許可）の受付に関する業務

（５）公園全体の案内に関する業務

（６）利用料金の徴収及び減免に関する業務

（７）その他、秋田県立小泉潟公園の管理に関し知事が必要と認める業務

詳細は、「秋田県立小泉潟公園管理業務仕様書」による。

３ 管理の基準

（１）都市公園法その他の関係法令等の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。

（２）利用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。

（３）公園施設の維持管理を適切に行うこと。

（４）関係法令等は次のとおり。

① 都市公園法（昭和３１年法律第７９号）、同施行令（昭和３１年政令第２９０号）、同

施行規則（昭和３１年建設省令第３０号）

② 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）、同施行令（昭和２２年政令第１６号）

③ 秋田県立都市公園条例（昭和５０年秋田県条例第７号）、同施行規則（昭和５４年秋

田県規則第１８号）

④ 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）

⑤ 秋田県文化財保護条例（昭和３１年秋田県条例第１２号）、同施行規則（昭和３１年

秋田県教育委員会規則第３号）

⑥ その他関連法規

詳細は「秋田県立小泉潟公園管理業務仕様書」による。

４ 管理を行わせる期間（指定期間）

令和８年４月１日から令和１８年３月３１日まで（予定）

５ 施設の目標

施設の設置目的である、「公園利用者の増加及び満足度向上」を達成するため、指定期間

において、より質の高い維持管理やサービス向上に取り組む。

６ 申請をする団体に必要な資格等

（１）申請をする団体に必要な資格

① 秋田県内に主たる事務所を置く法人その他の団体（以下「団体」という。）であるこ

と。

※１ 複数の団体が共同事業体を構成して申請することができ、構成員数は、原則とし

て２又は３とします。なお、構成団体の全てが申請資格要件を満たす必要がありま

す。

※２ 共同事業体の構成団体が、単体又は他の共同事業体の構成団体となって同一の施

設について重複して申請することはできません。

※３ 共同事業体として申請する場合は、必ず代表となる団体を決定していただくとと

もに、協定の締結の際は、共同事業体の構成団体全てを一括して協定の相手方とし
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ます。

※４ 指定管理者の候補者の選定後の協議は、代表団体を中心に行うこととなりますが、

協定に関する責任は共同事業体の構成団体全てが負うことになります。

※５ 共同事業体の構成員の出資比率については、均等割の１０分の６を下限として定

めるものとします。

② 公園施設又はこれに類する施設の維持管理業務の実績を有すること。

（２）申請をすることができない団体（代表者が次の事項のいずれかに該当する場合を含む）

① 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第１１項の規定により、県が

設置する公の施設の指定管理者の指定を取り消され、その取消しの日から起算して２年

を経過しない団体

② 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４に該当する団体

③ 秋田県から入札参加資格制限、指名停止又は指名差し控えの措置を受けている団体

④ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て若しくは民

事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立て（これらの

手続開始の決定を受けた団体を除く。）又は破産法（平成１６年法律第７５号）に基づ

く破産手続開始の申立てがなされている団体

⑤ 秋田県税、法人税又は消費税及び地方消費税を滞納している団体

⑥ 役員又は申請の委任を受けた使用人のうちに秋田県暴力団排除条例（平成２３年秋田

県条例第２９号）第２条第２号に規定する暴力団員又は同条第１号に規定する暴力団と

密接な関係を有する者を含む団体

７ 申請の手続

（１）指定管理者の指定を受けようとするものは、指定管理者指定申請書に次に掲げる書類

を添えて提出してください。なお、共同事業体として申請する場合は、以下の②から⑩

は構成員ごとに別様として提出してください。

① 指定の期間に係る年度ごとの秋田県立小泉潟公園の管理に係る業務計画書

② 定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずる書類

③ 申請の日の属する事業年度の前２事業年度に係る事業活動の概要を記載した書類、収

支決算書、財産目録、損益計算書、利益処分計算書及び貸借対照表又はこれらに準ずる

書類

④ 申請の日の属する事業年度の収支予算関係書類

⑤ 組織及び運営に関する事項を記載した書類（団体の組織図、業務執行体制等がわかる

もの及び就業規則又はこれらに準ずる書類）

⑥ 役員名簿及び役員の履歴を記載した書類

⑦ 指定の申請に関する意思の決定を証する書類

⑧ 公園施設又はこれに類する施設における業務実績を記載した書類

⑨ 秋田県税並びに法人税、消費税及び地方消費税について滞納がないことの証明書（申

請書提出日前１月以内に交付されたもの）

⑩ 誓約書

⑪ 共同事業体協定書（共同事業体で申請する場合）



- 4 -

⑫ その他知事が必要と認める書類

（２）提出場所

郵便番号０１０－８５７０ 秋田市山王四丁目１番１号

秋田県建設部都市計画課都市整備チーム （電話：０１８－８６０－２４４３）

（３）提出期限

令和７年９月２５日（木）午後５時１５分（郵送による提出の場合は当日必着）

なお、提出期限後における申請書又は添付書類の変更及び追加は、認めません。

（４）提出部数

正本１部、副本６部、計７部を提出してください。

（５）質問事項の受付

募集要項の内容等に関する質問を次のとおり受け付けます。

① 受付期間 令和７年７月２２日（火）から８月２８日（木）までの午前８時３０分か

ら午後５時１５分まで（郵送による提出の場合は令和７年８月２８日（木）

必着）

② 受付方法 質問票に記入のうえ、郵送、ファクシミリ又は電子メールで提出してくだ

さい。

③ 質問に対する回答は、２週間以内に受付した媒体により行います。また、個人情報に

関するものを除き、質問と回答をホームページに掲載します。

④ あて先は、「１３（11）」のとおりです。

（６）申請書類の取扱い

① 業務計画書等の著作権は、申請者に帰属します。ただし、県は、指定管理者の決定の

公表等必要な場合には、業務計画書等の内容を無償で使用できるものとします。

② 提出された書類は、理由の如何にかかわらず返却しません。

③ 提出された書類は、指定管理者の選定以外の目的には使用しません。

④ 提出された書類は、選定作業に必要な範囲で複製することがあります。

⑤ この要項において求める内容以外の書類は、受理しません。

⑥ 提出された書類については、秋田県情報公開条例（昭和６２年秋田県条例第３号）の

規定に基づき非公開とすべき箇所を除き、公開されることがあります。

（７）費用の負担

申請に要する経費は、申請者の負担とします。

（８）申請の辞退

申請受付後に辞退する場合は、応募辞退届を提出してください。

８ 選定対象からの除外

（１）選定審査に関する不当な要求等を申し入れた場合

（２）提出された書類に虚偽又は不正があった場合

（３）この要項に違反又は著しく逸脱した場合

（４）本募集について複数の申請を行い、又は複数の業務計画書を提出した場合

（５）その他不正行為があった場合
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９ 選定の方法、基準及び時期

（１）建設部指定管理者の候補者選定委員会において、次に掲げる①から⑥までの選定基準

に照らし最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定します。

なお、審査基準は次のとおりです。（括弧内は配点）

＜秋田県立小泉潟公園の指定管理者の候補者選定の審査基準＞

① 県民の平等利用の確保（確保されなければ失格）

ア 利用者の平等な利用が確保されるものであるか

② 施設の設置目的の効果的な達成（３０点）

ア 施設の設置目的・理念を理解した管理がなされるものであるか

イ 施設の利用促進への取組がなされるものであるか

ウ 利用者の意見を施設の管理運営に反映させる意欲や手段が盛り込まれてい

るか

エ 利用者に対するサービス向上の取組がなされるものであるか

オ 公園利用者数の増加に向けた自主事業の取組が具体的なものであるか

③ 効率的な管理運営（１５点）

ア 収支計画は適正なものであるか、また、その実現性はどうか

イ 経費縮減に向けた取組がなされるものであるか、また、その実現性はどう

か

④ 適正かつ確実な管理を行う能力（４５点）

ア 団体の経営状況は安全かつ健全か

イ 公園施設又はこれに類する施設について、団体の管理運営実績はあるか

ウ 業務を実施するために必要な人員配置計画が立てられているか

エ 公園管理における技術的な基礎が備わっているか

オ 職員の資質向上につながる取り組みは計画されているか

カ 安全管理（保守点検等の内容、頻度、実施要領等）は適切か

キ 災害その他緊急時の危機管理体制における関係機関との連携は適切か

ク 個人情報の適切な管理のための必要な措置が講じられるものであるか

⑤ その他小泉潟公園の設置の目的又は性質に応じて定める基準（１５点）

ア 非営利目的で地域や社会に貢献する活動が具体的なものであるか

イ 環境に配慮した取組がなされるものであるか

ウ 地域、関係機関、ボランティア等との連携が図られるものであるか

⑥ 県の重要施策推進に係る項目（１０点）

ア 女性活躍支援に取り組んでいるか

イ 賃金水準の向上に取り組んでいるか

（２）指定管理者の候補者選定の時期及び通知

選定は、令和７年１０月中旬を目途に行い、その結果については、書面により速やか

に申請者に通知するとともに、ホームページにより公表します。
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１０ 指定管理者と県との責任分担

指定管理者と秋田県との主な責任分担は、原則として次の表のとおりとします。

ただし、表に定める事項に疑義のある場合、又は定めのない事項については、指定管理

者と県が協議して定めることとします。

項 目 対応内容等 指定管理者 県

(1)管理施設の修繕 ①小破修繕（小規模でかつ使用価値 費用負担

又は効用の減少を防ぐ、いわゆる

本体の維持管理又は原状復旧を目

的とする修繕）

②大規模修繕等（小破修繕以外） 費用負担

③1件当たり50万円以上の修繕 事前に内容等の報告義務

④事故・災害等による施設等の修繕 協議 協議

(2)緊急時の対応 ①本業務の実施に関連して事故、災 必要な措置 調査権

害等の緊急事態発生時 県への報告義務

関係者への通報義務

②原因調査 費用負担 協力義務

(3)県による貸付備品 ①管理上遵守すべき事項 別途締結する物品無償貸付 別途締結する物品無償貸付

等の扱い 契約による。 契約による。

②経年劣化等により本業務の用に供 県へ協議 協議に基づき、必要に応じ

することができなくなったとき ただし、指定管理料のうち て、備品等を購入又は調達

備品等の購入又は調達につ

いては年度協定に定められ

ている場合は、予定額の範

囲内で購入又は調達

(4)その他の備品等の ①購入又は調達 可能であり、本業務の実施 なし。

扱い の用に供することができ

る。

②経年劣化等により本業務の用に供 自己の費用において必要な なし。

することができなくなったとき 備品等を購入又は調達す

る。

(5)業務実施状況の確 ①月例報告書及び事業報告書に基づ 調査受け入れ義務 調査権

認等 く確認等

②確認等の結果により、改善の対応 費用負担 改善指示

が必要となった場合

③改善指示を経てもなお、最低限の 賠償 違約金請求

業務遂行水準を満たしていないと 損害が発生したときは、別

判断した場合 に損害賠償請求

(6)損害賠償等 ①指定管理者の故意又は過失により 賠償 損害賠償請求

管理物件を損傷し、又は滅失した
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とき

②指定管理者の責めに期すべき事由 賠償 損害賠償請求

により発生した損害について、県

が第三者に賠償した場合

(7)保険 ①業務の実施に当たり、付保する保 ・自動車任意保険 ・火災保険

険 ・施設賠償責任保険 ・スポーツファシリティー

・第三者賠償（傷害）保険 ズ保険

(8)不可抗力 ①発生時の対応 影響を早期に除去すべく早

※「不可抗力」とは、 急に対応措置（損害及び損

天災（地震、津波、 失並びに増加費用を最小限

落雷、暴風雨、洪水、 にするよう務める）

異常降雨、土砂崩壊 ②費用等の負担 不可抗力に起因して指定管 通知があったときは、損害

等）、人災（戦争、 理者に損害及び損失並びに の状況の確認を行った上、

テロ、暴動等）、法 増加費用が発生したとき 指定管理者と協議し、不可

令変更その他県及び は、指定管理者は、その内 抗力の判定、費用負担等を

指定管理者の責めに 容及び程度の詳細を記載し 決定

帰すことのできない た書面により県に通知 合理性の認められる範囲で

事由をいう。 負担（指定管理者が付保し

なお、物価の増減、 た保険により補てんされた

施設利用者数の増減 金額相当分については、負

は、不可抗力に含ま 担に含めない）

ないものとする。 ③実施義務の免除 (8)②による協議の結果、 指定管理者と協議の上、指

不可抗力の発生により本業 定管理者が当該業務を実施

務の全部又は一部の実施が できなかったことにより支

できなくなったと認められ 出を免れた費用相当額を指

るときは、不可抗力により 定管理料から減じることが

影響を受ける限度において できる。

本協定に定める職務を免れ

る。

(9)指定期間の満了 ①原状回復義務 指定期間の満了の日まで 原状回復を求めるか判断

に、指定開始日を基準とし

て管理物件を現状に回復

し、県に対して管理物件を

明け渡さなければならな

い。

ただし、県が認めた場合は、

原状回復は行わずに、別途

県が定める状態で県に対し

て管理物件を明け渡すこと

ができる。
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②備品等の扱い 指定管理者に所有権が帰属 県に所有権が帰属する備品

する備品等については、原 等については、県又は県が

則として指定管理者が自己 指定するものに対して引き

の責任と費用で撤去又は撤 継ぐ。

収するものとする。

ただし、県との協議により、

県又は県が指定するものに

対して引き継ぐことができ

る。

(10)本業務の範囲外の ①本施設の設置目的に合致し、かつ 指定管理者の責任と費用に 業務計画書の承認（条件を

事業 本業務の実施を妨げない範囲内に より実施 定めることができる）

おける自主事業の実施 業務計画書の事前提出

１１ 募集要項の交付

募集要項等はホームページに掲載するほか、前記７（２）に掲げる場所で、令和７年７

月２２日（火）から令和７年９月２５日（木）まで（日曜日、土曜日及び休日を除く。）の

午前８時３０分から午後５時１５分までの間、交付します。

郵送で交付を求める場合は、２７０円切手をはった返信用封筒（角２号の大きさで、送

付先を記載したもの）を同封してください。

１２ 説明会

（１）日時

令和７年７月２９日（火） 午後２時

（２）場所

秋田市山王四丁目１番１号 秋田県庁７階 ７３会議室

（３）その他

説明会への参加を希望する団体は、事前に「１３（11）」の問い合わせ先に連絡してく

ださい。

１３ その他

（１）指定管理者の候補者の選定に当たり、申請者に対して、申請書及び添付書類の内容に

ついて説明を求めることがあります。

（２）指定管理者の候補者に選定されたものを、県議会の議決を経て、指定管理者に指定し

ます。

（３）秋田県立小泉潟公園の管理の業務に要する経費に充てるため、県が支払うべき費用が

生ずる場合、年度ごとに予算の範囲内で指定管理料を支払います。

（４）指定期間の予算総額は ５０７,９３０千円 を限度とします。

ただし、指定期間の５年目に協議を行うものとします。

（５）指定管理料の額については、指定の告示後毎年度締結される年度協定書により定めま
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す。

（６）秋田県立小泉潟公園の設置許可、管理許可、占用許可に係る使用料は、県の収入とし

て収受するものとします。

（７）秋田県立小泉潟公園の施設、附属施設・設備、器具、照明・暖房の使用及び行為の許

可に係る利用料金は、指定管理者が知事の承認を受けて額を定め、指定管理者の収入と

なります。なお、収入に当たっては、自らの費用においてクレジットカード決済、コー

ド決済その他のキャッシュレス決済が可能となる環境を整備する必要があります。

（８）指定管理者は、秋田県立小泉潟公園内において、県の許可を得て、自主事業としての

広告及びその他の事業を行うことができます。

（９）指定管理者が行う自主事業での収入は、指定管理者の収入とすることができます。

（10）県は、指定管理者の業務実施状況を確認し、最低限の業務遂行水準が満たされていな

いと判断した場合には、改善指示等の手続きを経て、内容や程度・頻度等に応じて違約

金の請求（指定管理料の減額）、業務の一部又は全部の停止、指定の取消しを行う場合が

あります。

また、より良いサービスの提供に向けて、業務実施状況について指定管理者による自

己評価を行うとともに、県による評価及び外部有識者委員会による評価を行い、その結

果を指定管理者に通知するとともに、公表するものとします。

（11）問い合わせ先

郵便番号０１０－８５７０ 秋田市山王四丁目１番１号

秋田県建設部都市計画課都市整備チーム

電 話：０１８－８６０－２４４３

ＦＡＸ：０１８－８６０－３８４５

Ｅ－mail : toshi-ko@mail2.pref.akita.jp

１４ 様式・添付資料

（１）指定管理者指定申請書（別紙様式１－１）

※共同事業体の場合（別紙様式１－２）

（２）秋田県立小泉潟公園業務計画書（業務実績、業務計画、収支計画、人員配置計画）

（別紙様式２－１、様式２－２、様式２－３）

（３）質問票（別紙様式３）

（４）誓約書（別紙様式４）

（５）指定管理者の応募辞退届（別紙様式５）

（６）秋田県立小泉潟公園施設概要書（資料①）

（７）秋田県立小泉潟公園管理業務仕様書（資料②）

（８）秋田県立小泉潟公園平面図（資料③）


